
　今年春以降、和歌山県内において新型コロナウイルス感染症が急速に拡大しています。NPO・ボランティ
ア団体のみなさまにおかれましては日々、感染予防に取り組まれているかと存じますが、いま一度、以下を
中心とした感染予防対策をおこなっていただきますよう、お願い申し上げます。

特に感染が拡大している地域に出かけての会食や接待を伴った飲食をしない
遅くまで集団で会食・宿泊をしない
　　　　　◇　　　　　　◇　　　
カラオケ・ダンス等の大規模な催しへの参加を控える
医療・福祉施設の職員は家族以外との会食を控える
　　　　　◇　　　　　　◇　　　
症状が出れば通勤通学を控えて直ちにクリニックを受診
事業所では発熱チェック
病院・福祉施設サービスは特に注意
　　　　　◇　　　　　　◇
各事業所で感染拡大予防ガイドラインを遵守
職場内でもマスクの着用を徹底する
在宅勤務（テレワーク）の積極的な活用を
　　　　　◇　　　　　　◇　　　
濃厚接触者は陰性でもさらに注意
医療機関は、まずコロナを疑う

★ 橋本市市民活動サポートセンターでは、4月から 6月は第 2・第 4水曜日の毎月 2回、相談を受けつけます。
★ 日程は新型コロナウイルス感染症の情勢等により、変更になることがあります。必ずご予約ください。

■NPO法人オンライン集中相談デイ
　毎年 5 月から 6 月にかけては、NPO 法人の事業報告等に関
するご相談が集中します。窓口の混雑を避ける観点から、今
年度はオンラインによる集中相談デイを設けます。事務所や
ご自宅からインターネットで相談することができます。
【実施日時】 　5 月 20 日（木）～ 22 日（土）10:00 ～ 17:00
【ご利用方法】
　1. 右の QR コードからお申し込みを受け
付けます。調整のうえ、日時が決まりまし
たらメールをお送りします。
　2. インターネットが常時接続されている
パソコン（カメラ・マイクつきのもの）に
オンライン会議ツール「ZOOM」をあらかじめインストール
しておいてください。
　3. 指定日時に、メールに記載された URL にアクセスしてく
ださい。ZOOMで会話ができます。
【相談時間】1 人につき 1時間以内とします。
【利用料】無料（パソコン、通信環境は各自ご準備ください）

■NPO基礎講座
　コロナ禍で NPO・ボランティアの現場でもオンラインツー
ルを活用するが増えたのではないでしょうか。団体内の日程
共有を支援する「Google カレンダー」の使用方法、ZOOM で
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和歌山県環境生活部 県民局 県民生活課 県民活動団体室
（和歌山県庁本館 2F）

TEL：073-441-2053　　FAX：073-433-1771
メール：e0313002@pref.wakayama.lg.jp
URL：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/

[ 本紙は古紙再生率 70％以上の再生紙を使用しております ]

和歌山県NPOサポートセンター （県民交流プラザ和歌山ビッグ愛9F）
TEL：073-435-5424　　FAX：073-435-5425
メール：info@wakayama-npo.jp　URL：https://www.wakayama-npo.jp/
受付時間：火曜日～土曜日　9:00 ～ 20:50（21:00 閉館）
　　　　　日曜日　9:00 ～ 17:30
休館日：月曜日・祝祭日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
【指定管理者：認定特定非営利活動法人わかやまNPOセンター】

NPO に関するご相談は

新型コロナウイルス感染症防止のため、
皆さまのご協力をお願いいたします
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TA K E  F R E E橋本市市民活動サポートセンター
■相談日：原則毎月第 2水曜日の 10 時～ 16 時
■場　所：橋本市保健福祉センター 2F
■相談予約電話番号：0736-33-0088　FAX　0736-33-0095
■対　象：原則として橋本市内に拠点を置き活動中、または活
動しようとする団体

田辺市市民活動センター
■相談日：原則毎月第 2金曜日の 10 時半～ 16 時
■場　所：田辺市民総合センター 2F
■相談予約電話番号：0739-26-9833（FAX 同番号）
■対　象：田辺市を中心とした紀南エリアで活動中、または活
動しようとする団体

各種相談のご案内

NPO サポートセンターからのお知らせ

※団体紹介「和になろう」はお休みします

【和歌山県NPOサポートセンターでも感染対策をおこなっています】
　センターにお越しくださった方のお名前、連絡先等をお聞きし、万
一、新型コロナウイルス感染症に感染された可能性のある方がいらっ
しゃった場合に速やかに連絡をとれるようにしています。
　また、サークル活動室にアクリル板を設置し、入室いただける人数
を制限させていただいているほか、テーブルに洗剤を備え付けており、
活動室ご利用後に机の清掃をお願いしております。

　クラウドファンディングサービス「Readyfor」に寄せられた寄附金を原資とし、和歌山県内の NPO・ボランティア団体を対象に、
①マスクなどの衛生用品の配布や、②オンライン会議で利用できるスピーカー付き集音マイクや広角カメラなどの無料貸出をおこなう
プロジェクトがおこなわれています。締め切りは、①が 5月 28 日、②が 6月 25 日となっております。
　詳しくは中面の「助成金＆公募情報」の項目をご覧ください。

■ 田辺市・橋本市での出張相談について（要予約・無料）
　和歌山県 NPO サポートセンターでは以下の 2 カ所で出張相談をおこなっております。ご希望の方は各センターへお電話でご予約
ください。なお、1件あたりの相談時間は 1時間までとさせていただいております。

■ ビデオ会議（ZOOM）による相談について（要予約・無料）
　インターネット常時接続のパソコンからビデオ会議方式で相談を承ることができます。画面を共有しながらの説明が可能のため、
電話よりもわかりやすく相談いただけます。NPO サポートセンターのご利用状況によっては即日対応も可能です。和歌山県 NPO サ
ポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

講座を主催する方法について学ぶ講座を開催します。

【Google カレンダーで情報共有！編】
　パソコンやスマホから、団体内で日程等を共
有できるカレンダーの使い方を学びます。
　【日時】 　5 月 30 日（日）14:00 ～ 15:30

【ZOOM講座の主催編】
　「ウェビナーってなに？」「共同ホストってな
に？」そんなお悩みに応えます。
　【日時】 　6 月 4日（金）18:30 ～ 20:00

【両講座共通】
　【開催方法】 　ZOOMを使ったオンライン講座となります
　【講　師】 　下田 学さん（coamu creative）
　【参加費】 　無料（事前申し込み必要。それぞれの QR コー
ドからお申し込みください。）
　インターネットに常時接続できるパソコンに ZOOM をあら
かじめインストールのうえご参加ください。通信にかかる費
用は自己負担となります。当日アクセスいただく URL は開催
前日にお申し込みのみなさんにメールでお知らせします。
　最近、オンライン申込みにおいてメールアドレスの誤入力
が多くなっています。当日アクセスする URL の配信ができま
せんので、十分ご注意ください。

最新情報は和歌山県庁の
「新型コロナウイルス感染症関連情報」をご覧ください
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html

コロナ禍で活動を継続されているみなさまへ



助成金 & 公募情報
NPO・ボランティア団体に衛生用品を無料配布します
　クラウドファンディングサービス「Readyfor」に寄せられた
寄附金を原資とし、コロナ禍で人と人との接触が制限される状
況で、活動を継続される団体を支援します。
【対象】　和歌山県内で活動する非営利団体（法人格の有無は問
いません）。1団体に付き 1回のみとなります。
【支援内容】　マスク、フェイスシールド、手指消毒用アルコー
ル、使い捨て手袋のセット。概ね50名分（商
品の納品状況によりセット内容は変更にな
ることがあります）。
【締切】　5 月 28 日（金）、応募多数の場合
は抽選となります。申し込みはこちらの
QRコードからお願いします。
【主催・問合せ】　　認定特定非営利活動法人わかやま NPO セ
ンター（073-424-2223）

NPO・ボランティア団体にネット会議の機材を貸し出します
　クラウドファンディングサービス「Readyfor」に寄せられた
寄附金を原資とし、和歌山県内で非営利活動をおこなう団体を
対象としたウェブ会議用マイクスピーカー・広角カメラの貸し
出しを実施します。
【対象】　和歌山県内で活動する非営利団体（法人格の有無は問
いません）
【支援内容】　USB 接続の広角カメラ・スピーカーフォンを 1 回
あたり 7 日間まで（返送にかかる日数含む）
貸し出します。
【利用料】　無料（返送費用も無料です）
【締切】　6 月 25 日（金）、 お申し込みが重
なり、用意している個数を超える場合はご
期待に添えないことがあります。申し込み
はこちらのQRコードからお願いします。
【主催・問合せ】　　認定特定非営利活動法人わかやま NPO セ
ンター（073-424-2223）

事業再構築補助金
　新型コロナ感染症の拡大を契機とした新分野展開、業態転換、
事業・業種転換、事業再編等を支援します。中小企業向けです
がNPO法人も対象となります。
【主要申請要件】　① 申請前の直近 6か月間のうち、任意の 3か
月の合計売上高が、コロナ以前（2019 年又は 2020 年 1～ 3月）
の同 3 か月の合計売上高と比較して 10％以上減少、② 事業再構
築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行
うこと、③  事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機
関と策定すること

　詳しくは経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
　https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/
　和歌山市・田辺市・新宮市に「和歌山県事業再構築等支援総
合相談窓口」が設置されています（2022 年 3月まで開設予定）。
　詳しくはこちらをご覧ください。
　https://yarukiouendan.or.jp/business/saikouchiku/

イベント情報
オンライン講座「はじめての ZOOM」「Google ドライブ」
　オンライン会議ツール ZOOM と団体内で情報共有ができる
Google ドライブについて学びます。
【日　時】　5 月 15 日（土）
　ZOOM講座 14:00 ～、Google ドライブ 15:30 ～（各 60 分）
【講　師】　下田 学さん（coamu creative）
【参加費】　無料ですが、QRコードから申込みください。
【主催・問合せ】　認定特定非営利活動法人わかやま NPO セン
ター（073-424-2223）

◀ ZOOM講座申込み

Google ドライブ
講座申込み▶

第 5回傾聴ボランティア公開養成研修
　高齢者等によりそう「傾聴」について学びませんか。
【日　時】　6 月 12 日（土）13:30 ～ 15:00
【場　所】　和歌山ビッグ愛 9階会議室 A
【テーマ】　「聴く」を楽しく学ぶ
【講　師】　岡 育子さん（ボランティアグループアップル代表）
【定　員】　40 名
【参加費】　無料ですが、申し込みが必要です
【主催・申し込み】　ボランティアグループアップル（090-303
6-0988・小川さん、090-5894-3806・後さん）

【イベント情報はブログやメールマガジンで発信中！】
　県内NPO・ボランティア団体のみなさまからのイベント情報、
ボランティア募集情報は和歌山県 NPO ホームページ「わかや
ま NPO 広場」（随時更新）とメールマガジン「NPO☆つれもて
☆メール」（毎月 2 回配信）でお届けしています。
　メールマガジン配信登録は以下のいずれか
の方法で受け付けています。
① 右の QR コードを読み込み、登録フォーム
にお名前、配信希望アドレスを入力
② メール本文にお名前と配信希望アドレスを
記入の上、info＠wakayama-npo.jp へメール
を送信

　特定非営利活動促進法（NPO法）で、NPO法人は事業年度に 1回は必ず総会を開催することが義務付けられています。
そして多くの NPO 法人は総会にて役員（理事・監事）を選任することを定款で定めています。役員の選任を適切にお
こなうように心がけてください。

N PO 法人の役員は適切に選任ください

役員任期と選任方法をチェック！
　NPO 法人の役員（理事・監事）の任期は定款で定めら
れています。多くの法人は役員任期を 2 年と定めていま
すが、その役員任期がいつまでなのかを確認してくださ
い。役員任期が満了する場合は役員改選が必要です。
　また役員の選任方法と定数を確認ください。ほとんど
の NPO 法人は総会で役員を選任すると定めていますが、
なかには理事会で役員を選任するとしている法人もあり
ますので、定款で確認のうえ、適切に選任してください。

役員を選任したあとは（1）団体編
　役員を適切な方法で選任したあとは、代表権を有する
理事の選任をおこないます。
　「代表権を有する理事」とは理事長や副理事長など、特
別の役職を持つ理事のこと。定款で選任する方法が定め
られていますのでチェックしてください。
　「互選」の場合は理事全員が集まって、代表権を有する
理事を選任します。「理事会で選任」の場合は、理事会に
て代表権を有する理事を選任します。
　法務局に登記する理事を理事長等に限定している場合、
互選の場合は「互選書」か「互選を証する理事会議事録」が、
理事会選任の場合は「理事会の議事録」が登記の際に必
要になりますので必ず作成してください（理事全員を登
記する場合は異なります）。

役員を選任したあとは（2）法務局編
　続いて、代表権を有する理事の登記をおこないます。
　一般には、① 登記申請書、② 定款（原本証明が必要）、③ 
理事を選任した総会もしくは理事会の議事録、④ 代表権を
有する理事を選任したことを証する書類（理事全員登記
の場合は不要）、⑤ 代理人が登記をする場合は委任状、⑥ 各
書類に押印されている実印の印鑑証明書の提出が必要で
す。③・④については原本と謄本（コピー）を持参し、原
本還付申請をおこなうと、原本は後日返却されます。
　なお現在、和歌山地方法務局での相談・登記申請は事
前予約が必要になっていますのでご注意ください。郵送
での登記申請も可能です。詳細は和歌山地方法務局にお
問い合わせください。
　※ 代表権を有する理事が他の方に変更となった場合は、
法人の印鑑登録（法人印を行使できる方の氏名・住所）
も変更するのが一般的です。

特集 新規設立 NPO 法人 ※ このコーナーでは、前号発行以降にNPO法人の新規設立認証を受けた
NPO法人をご紹介しています。

役員を選任したあとは（3）所轄庁編
　法務局で役員変更登記が済めば、和歌山県庁に役員変
更等届出書を提出してください。届出書には変更後の役
員名簿の添付を、新任の役員がいる場合は住民票と役員
就任承諾及び誓約書の謄本もお忘れなく。
　なお、日を置かずに理事から監事、監事から理事になっ
た場合は、役員就任承諾及び誓約書の謄本は必要ですが、
住民票の提出は省略できます。

役員変更の際の注意点
　法務局に役員変更登記をおこなう場合は、議事録等の
各種印鑑は原則として実印が必要となり、実印の印鑑証
明書の添付が必要です。
　ただし、法務局に登録している「法人印を行使できる方」
（一般には理事長）が各種書類に書名（記名）し、法人印
を押印している場合は、他の方は認印で差し支えありま
せんし、印鑑証明書も不要となります。したがって、総
会議事録・互選書・理事会議事録等には法人印を行使で
きる方（理事長等）が、総会の議長もしくは議事録署名
人に含まれていると作業が簡素化されます。

　また、かねてからご案内していますが、役員が全員再
任された場合も「役員任期が到達して役員が変更した」
とみなされ、法務局への役員変更登記と、所轄庁への役
員変更等届出書の提出が必要です。
　つまり、すべての NPO 法人が最低 2 年に 1 回は法務局
と県庁に対して役員変更の手続きが必要となります。こ
れらを失念されている法人が多くみられるため十分ご注
意ください。

こちらもご確認ください

▶ わかやま NPO 広場「NPO 法人の役員の任期がきた場
合／役員を変更したい場合」
https://www.wakayama-npo.jp/qa/qa_yakuin.html
▶ 法務局・法人登記記載例
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin4.html
▶ 和歌山県庁 県民活動団体室・役員変更等届出書 書式
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/npo/kanri
/6.html

◎NPO 法人古座川無限大（古座川町）
　2021 年 3 月 3 日認証　代表者　橋本 尚視
　

◎NPO法人水源を守ろう（和歌山市）
　2021 年 3月 4日認証　代表者　寺下 友紀子　

◎NPO法人伝えるアカデミー（和歌山市）
　2021 年 4 月 16 日認証　代表者　堀口 寛司　
　カウンセリングの裾野を広げ、働く方々の心の健康を促進していくこと
を目的に設立しました。薬局でかぜ薬を処方してもらうように、心が辛い
なと感じたらご相談をしてもらいたいと考えております。どうぞよろしく
お願いいたします。


